
 

 

 

 

 

 

 

地上デジタルテレビ放送普及促進事業 

実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月 

 

一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 

 



1 

平成３０年４月１日 

 

 

第１章 総則 

 

（通則） 

第１条 地上デジタルテレビ放送普及促進事業の実施については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年制令第２５５号。

以下「適正化法施行令」という。）、電波法（昭和２５年法律第１３１号）及び無線シス

テム普及支援事業費等補助金交付要綱（平成１７年１１月２５日総基移第３８０号。）に

定めるところによるほか、本要領の定めるところによる。  

 

（目的） 

第２条 この要領は、国の補助金により、福島第一原子力発電所事故に伴い原子力災害対

策特別措置法に基づき、「警戒区域」「計画的避難区域」「帰還困難区域」「居住制限区域」

「避難指示解除準備区域」「特定避難勧奨地点」又は「緊急時避難準備区域」に指定され

た場所に帰還する世帯（以下、「帰還世帯」という）を対象に、地上デジタル放送送受信

環境整備事業に係る相談・支援、調査・分析等その他地上デジタルテレビ放送の円滑な

推進のために特に必要な業務を円滑に実施し、地上デジタル放送受信環境の整備に資す

ることを目的とする。  

 

（事業の実施方法） 

第３条 本事業の実施については、一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会（以下「当協会」

という。）が公募により実施法人を選定し、その業務を委託する。  

 

（業務内容） 

第４条 当協会は、次の各号の業務を委託する。  

(1) 訪問受信相談業務  

(2) 地上デジタル受信環境調査業務 

(3) 受信機器購入等対策事業に関する支援業務 

(4) 受信障害対策共聴施設整備事業に関する支援業務  

(5) 共同住宅共聴施設整備事業に関する支援業務  

(6) 新たな難視地域等への受信対策支援業務  

(7) 辺地共聴施設改修整備事業に関する支援業務  

２ 業務内容については、別図１～１０および参考資料１にそれぞれ示す。  

 

（業務受託法人の要件） 

第５条 当協会により前条の業務を委託された法人（以下、「受託法人」という。）は、次

の各号の用件を満たさなければならない。  

(1) 当協会が別途定める放射線に関する管理体制を整えていなければならない。  

(2) 当協会が別途定める資格を有する者の配置があること。  
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（要員の配置等） 

第６条 第４条の(1)および(2)の業務を実施するため、受託法人は総務省福島原発避難区

域テレビ受信者支援センター（以下「デジサポ福島」という。）事務所内に、次の各号の

要員を配置するものとする。  

(1)「固定要員」：固定要員は、受託法人または受託法人に出向している社員とする。  

(2)「補助要員」：補助要員は固定要員を補助する者とする。  

２ 各業務を実施するためのその他の要員については、別途当協会が定める。  

 

 

第２章 訪問受信相談業務  

 

（訪問受信相談業務） 

第７条 訪問受信相談業務の業務内容は次のとおりとする。 

(1) 当協会の指示を受け、速やかに相談者と連絡をとり、訪問日時について調整する。  

(2) 地上デジタル放送の受信状態の確認調査ならびに周辺の受信状況を把握するため、

相談者宅付近の数地点で電波測定車等により地上デジタル放送の受信状況調査を実

施（除染されていない場所を除く）し、その結果をもとに地上デジタル放送に関す

る適切な受信指導を行う。  

(3) デジサポ福島に対する訪問受信相談結果の報告  

(4) 福島県地上デジタル放送連絡会（以下「連絡会」という。）、市町村等の地方公共団

体、地元代表者、共聴組合等が開催する訪問受信相談業務に関する説明会や会議へ

の対応 

(5) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(6) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(7) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

(8) 第４条で規定する業務（以下「委託業務」という。）に関する進捗管理（現地状況の

把握、データベースへの入力を含む）  

(9) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

  

（訪問受信相談員の要件） 

第８条 訪問受信相談業務のうち、第７条(2)の業務を実施する者、少なくとも１名は当協

会が別途定める資格を有する者とし、一般電器店、テレビ共同受信施設の施工・保守業

者などに技術指導を行うことのできる技術力を有していなければならない。  

 

（訪問受信相談業務に使用する機材）  

第９条 訪問受信相談業務のうち、第７条(2)の業務に使用する標準の機材、工具類は表１

のとおりとする。  

 

（訪問相談業務の実施方法）  

第１０条 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じる
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ものとする。  

２ その他、訪問受信相談業務に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第３章 地上デジタル受信環境調査業務  

 

（地上デジタル受信環境調査業務） 

第１１条 受信環境調査業務の業務内容は次のとおりとする。  

(1) 当協会が策定した調査計画に基づき、指定された地域、調査地点を対象として、地

上デジタルテレビ放送の受信環境を把握する。  

(2) 受信状況調査  

① 調査地点 

② デジタル波の測定項目  

○端子電圧  

○ビタビ復号後のビット誤り率  

○受信画質評価（「○、×、△」の 3 段階評価） 

○時間率マージンを考慮した（3dB アテネータ挿入時）受信画質評価  

③ その他 

○受信アンテナ高は１０ｍを基本とする。  

○調査地点位置情報の取得、調査地点周辺状況写真の撮影などをする。  

(3) 周辺状況調査  

① 調査地区の平均的な個別受信設備実態の把握  

② 調査地区の既存共聴およびケーブル設置状況の把握  

③ 受信点調査の実施  

(4) 報告書の作成 報告書の書式は連絡会が定めるものとするが、それ以外の様式によ

る報告を求めることがある。この場合はあらかじめ当協会が指定する。  

(5) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務。  

(6) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(7) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ その他、受信環境調査業務に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第４章 受信機器購入等対策事業に関する支援業務  

 

（受信機器購入等対策事業に関する支援業務） 

第１２条 受信機器購入等対策事業に関する支援業務として、次の業務を実施するものと

する。 

(1) 地上デジタルテレビ放送を受信できるテレビを持っていない世帯に対する簡易な

地上デジタルテレビ放送対応チューナー（以下「チューナー」という）１台の無償

給付 

(2) チューナーや地上デジタルテレビ放送受信アンテナ等の設置及び改修経費のうち
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帰還世帯が負担する額に相当する額の給付  

(3) 共同受信施設利用の場合は、その改修経費のうち帰還世帯が負担する額に相当する

額の給付（維持管理費を除く、初期経費に限る）  

(4) ケーブルテレビ利用の場合は、デジタル化に伴う改修経費に相当する額の給付（維

持管理費を除く、初期経費に限る）  

(5) 連絡会、市町村等の地方公共団体、地元代表者、共聴組合等が開催する受信機器購

入等対策に関する説明会や会議への対応  

(6) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(7) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(8) 助成金申請等書類の審査業務 

(9) チューナー（付属品含む）の管理 

(10) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

(11) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(12) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じるものと

する。 

３ その他、受信機器購入等対策事業に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第５章 受信障害対策共聴施設整備事業に関する支援業務  

 

（受信障害対策共聴施設整備事業に関する支援業務） 

第１３条 受信障害対策共聴施設整備事業に関する支援業務として、次の業務を実施する

ものとする。  

(1) 受信障害対策共聴施設整備対策に関する受信点調査  

(2) 連絡会、市町村等の地方公共団体、地元代表者、共聴組合等が開催する受信障害対

策共聴施設整備対策に関する説明会や会議への対応  

(3) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(4) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(5) 助成金申請等書類の審査業務  

(6) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

(7) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(8) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じるものと

する。 

３ その他、受信障害対策共聴施設整備事業に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第６章 共同住宅共聴施設整備事業に関する支援業務  
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（共同住宅共聴施設整備事業に関する支援業務） 

第１４条 共同住宅共聴施設整備事業に関する支援業務として、次の業務を実施するもの

とする。 

(1) 共同住宅共聴施設整備対策に関する受信点調査  

(2) 連絡会、市町村等の地方公共団体、地元代表者、共聴組合等が開催する共同住宅共

聴施設整備対策に関する説明会や会議への対応 

(3) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(4) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(5) 助成金申請等書類の審査業務  

(6) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

(7) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(8) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じるものと

する。 

３ その他、共同住宅共聴施設整備事業に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第７章 新たな難視地域等への受信対策支援業務  

 

（新たな難視地域等への受信対策支援業務） 

第１５条 新たな難視地域等への受信対策業務として、次の業務を実施するものとする。  

(1) 新たな難視対策に関する受信点調査  

(2) 連絡会、市町村等の地方公共団体、地元代表者、共聴組合等が開催する新たな難視

地区対策に関する説明会や会議への対応  

(3) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(4) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(5) 助成金申請等書類の審査業務  

(6) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

 (7) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(8) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じるものと

する。 

３ 各種支援業務は、当協会が別途定める仕様書・実施要領書により実施する。  

 

 

第８章 辺地共聴施設改修整備事業に関する支援業務  

 

（辺地共聴施設改修整備事業に関する支援業務） 

第１６条 辺地共聴施設改修整備事業に関する支援業務として、次の業務を実施するもの

とする。 
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(1) 辺地共聴施設改修整備対策に関する受信点調査  

(2) 連絡会、市町村等の地方公共団体、地元代表者、共聴組合等が開催する辺地共聴施

設改修整備対策に関する説明会や会議への対応 

(3) 支援制度の説明及び周知に関する業務  

(4) 対策ならびに助成金申請等に関する支援・相談対応  

(5) 助成金申請等書類の審査業務  

(6) 総務省、東北総合通信局、放送事業者、地方公共団体などの関係機関・団体との連

携に関する業務  

(7) 委託業務に関する進捗管理（現地状況の把握、データベースへの入力を含む）  

(8) 委託業務に付随する事務処理業務  等 

２ 受託法人は、「相談窓口」を開設し、受信者や関係者等からの電話相談に応じるものと

する。 

３ その他、共同住宅共聴施設整備事業に関する事項は、別途当協会が定める。  

 

 

第９章 個人情報の管理 

 

（個人情報の管理）  

第１７条 委託業務実施時における個人情報の管理については、厳重に行わなければなら

ない。特に、個人情報の紛失、漏洩には十分注意するものとする。  

 

 

附則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

この実施要領は、今後必要に応じて修正することがあります。 

ご不明の点につきましては、デジサポ福島までお問い合わせください。  
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表１ 個別受信相談業務に必要な標準機材表 

 

 

機 材 名 所 要 性 能 

１．デジタル受信機 ・地上デジタルテレビ受信機（サイズ２０型程度） 

２．測定器関係 

ＵＨＦ(470～770ＭＨz) 

・受信端子電圧、BER,C/N が測定可能 

・ブースター発振等の受信障害の訪問調査にはスペクトラムアナライ

ザを使用 

・デジタル混信（SFN 混信、DD 混信)による訪問調査には ISDB-T

信号アナライザを使用 

 

３．ブースター 

・受信指導用 

家庭用ＵＨＦブースター（ＵＶブースターも可） 

利得 25～30dB、雑音指数 1.5～3dB 程度 

・調査用ＵＨＦブースター（電気的特性が既知の機種） 

   利得 20～30dB 程度、雑音指数 1.5～3dB 程度 

４．電波測定車 

（継ぎ足しポール） 

・電動式、１０ｍまたはその機能を有すること 

（携帯用、１ｍ、10 本組 相当） 

５．調査用アンテナ 

①ＵＨＦ13～62ch 全帯用 

（20 素子、利得 8～13dB 前後比 17dB） 

②高性能アンテナ 

６．工具 ・携帯用、10 点セット 

７．ＧＰＳ 
・カーナビゲーションで緯度経度表示可能なものか、携帯用ＧＰＳ

（受信状況調査する地点位置を把握） 

８．デジタルカメラ ・設備、測定風景、周辺状況等を記録するデジタルカメラ 

９．消耗品 

（受信指導用） 

・ビニールテープ 

・同軸ケーブル(S5C-FB、S-4CFB および同等品) 

・整合器（75⇔300Ω）、分配器 

・Ｆ型接栓(3C、5C、中間、S-4CFB 用) 

・ＢＳ／ＵＶ分波器、ＵＶ分波器、電池 

・フィルターなど 



デジタル受信相談・対策事業 全体図                                           別図 1   

8 

 

 

 

  

受信者からの受信相談  訪問対応・周知活動 

 

 

  

デジサポ福島で情報集約 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援対象世帯（避難
区域指定）か確認 

過去の対応履歴 自治体や周辺住民、
関係者からの情報 

難視地区外 

机上検討（必要に応じて連絡会と協議） 

 
難視の可能性 
ありと判断 良視と判断 

地上デジタル 
テレビ放送普
及促進事業 
（別図 2） 

受信機器購入
等対策事業費
補助事業 
（別図 3） 

受信障害対策
共聴施設整備
事業費補助事
業（別図 4）  

共同住宅共聴
施設整備事業
費補助事業 
（別図 5） 

辺地共聴施設 
改修整備事業
費補助事業 
（別図 10） 

新たな難視対策事業費補助事業 

 

アンテナ対策 
（別図 6） 
ワンセグ対策 
（別図 7） 

ＣＡＴＶ加入 
対策 
（別図 8） 

共聴新設対策 
（別図 9） 

暫定的難視聴
対策事業費補
助事業 

（参考資料 1） 

確認事項 

 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先など 

デジサポ福島への問い合わせ 

デジサポホームページお問い合

わせ入力フォームからの相談 

東北総合通信局への問い合わせ 

放送事業者への問い合わせ 

自治体への問い合わせ 

地元電気店への問い合わせ 

事業内容及び支援内

容の広報のため、地

方公共団体などの関

係機関への訪問対応 

難視地区内 

自治体広報誌やポス

ター・パンフレットなど

による支援内容の周

知活動 

既設共聴加入世帯を
確認した場合は、共
聴管理窓口を案内 
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 (1)訪問受信相談業務 

(2)地上デジタル受信環境調査業務 

連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

調査計画に策定 
 

連絡会の指導のもとに日本ＣＡＴＶ技術協会が策定 

調査結果をもとに難視判定 
 

対策手法の検討、追加調査の検討 

調査項目・資料
の確認 

調査報告書内
容確認 

現地調査 
 

調査地点の確認 

調査指定局を測定 

周辺状況調査 

業務指示 

提出 

報告書の様式は連絡会が定めるものとする 

提出 

進捗状況・対策
状況の把握 

報告 

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

情報提供 

業務指示 

共聴新設の場合 

提出 
訪問カルテ 
内容確認 

受信不可の場合 

対策意思確認 
（別図 6・8） 

暫定対策意思確認

を含む 

（参考資料 1） 

アンテナ対策・CATV 加入の場合 

住民説明会の
開催 
（別図 9） 

難視地区判定 
難視認定された場

合は対策手法も決

定 

自治体に情報を提

供 

進捗状況・対策
状況の把握 

報告 

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

訪問受信相談 
建物付近で電測車

による測定。結果

報告とアドバイス。 

受信状況・設備、

世帯主氏名、帰還

状況、被災証明書

等の有無、周辺世

帯情報の確認 

難視の疑いがある

場合は対策の説明

と意思確認 

良視であれば受信

アドバイスにより対

応終了、ただしチュ

ーナー給付や受信

アンテナ工事等を

希望する場合は継

続 

（別図 3） 

訪問の結果 

対策不要意思を確

認した場合はここ

で終了 

難視地区内の場合 

(別図 6・7・8・9) 

訪問の結果 

対策不要意思を確

認した場合はここ

で終了 

難視地区外で 
あることを確認 
 

訪問受信相談 

（電測車あり）指示  

説明会、個別訪問、訪問対応・周知

活動については、受信者及び関係機

関・団体等と調整のうえ実施する 
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国若しくは地方公共団体の補助または日本放送協会の助成を受けた後の支援 

連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

難視地区外で 

あることを確認 

情報提供 

業務指示 

提出 

通知書送付 

 
助成金額の確定 

進捗状況・対策

状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

個別訪問 
対策の説明、受信状

況・設備、世帯主氏

名、建物所有者、Ｎ

ＨＫ受信契約、帰還

状況、被災証明書等

の有無、周辺世帯情

報、対策意思等の確

認。 

○支援対象世帯 

・被災世帯 

○支援の内容 

・チューナーの給付 

・チューナーの設置、受信アンテナ、又は共同受信施設

若しくはケーブルテレビ施設の改修 

 

※国若しくは地方公共団体の補助または日本放送協会

の助成を受けた後の支援については下記のとおりとす

る 

受信者へ助成金

制度の説明 

申請書類内容確

認 

説明 

支援 

提出 

情報提供 

提出 

内容確認 

助成金申請書類

受理・審査 

 

ＮＨＫ営業局に照会

し受信契約の有無等

を確認 

完了 

助成金交付決
定 
申請者に通知書を

送付し、業務受託法

人に対応指示 

希望世帯に 

チューナー郵送 

実績報告書類 

受理・審査 

完了 

郵送 

対策工事実施 
地元電器店等との

日程調整が必要 

実績報告書類
作成 
地元電器店等を含

めて支援 

 

実績報告書類
内容確認 

情報提供 

内容確認 

提出 

受信アンテナ工事の場合 通知書送付 

ＮＨＫ助成確定通知

書（写）の添付がな

い場合に限りＮＨＫ

技術局に照会し助

成制度利用の有無

等を確認 

 

ＮＨＫ営業局に照会

し受信契約の有無

等を確認 

申請書類受理・

審査 

助成金交付決定 

情報提供 

申請書類内容 

確認 

提出 

内容確認 

受信機器購入等

対策事業費補助

制度の説明 

支援 支援申込書提出 

国申請・ＮＨＫ申請と

同時に提出 

 

申請書類作成 

ＮＨＫ助成額確定後

提出 

 

業務受託法人が地

元電器店等を含め

て作成支援 

チューナー給付希望の場合 通知書送付 

実績報告書類 

受理・審査 

 
情報提供 

実績報告書類 

内容確認 

提出 

内容確認 
実績報告書類 

作成 

訪問説明の結果、対

策不要意思を確認し

た場合はここで終

了。 

以下、工事完了まで

に支援不要意思を

確認した場合も同様

に終了。 

提出 

進捗状況・対策

状況の把握 

報告 

指示 

進捗状況・対策状況の管理 

助成金額の確定 
完了 

通知書送付 

提出 

 

訪問対応票・ 

支援申込書 

内容確認 

提出 

支援希望確認 

支援申込書 

(様式第 1 号) 

チューナー給付希望

の場合 

(様式第 4 号) 

受信アンテナ工事希

望の場合 

(様式第 9 号) 

 

工事業者決定 

 

申請書類作成 

地元電器店等を含

めて支援 

指示 
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総務省東北総合通信局 自治体 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者（地区代表者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

対策手法判定 

新設・改修・置換 

 

住民説明会の

開催準備 

日程・場所・住民

への周知方法の

調整 

情報提供 

対策について

協議 

 

協議 
受信点調査の

必要性判断 

調査報告書 

内容確認 

概算設計の必

要性判断 

概算設計報告

書内容確認 

説明会出席者 

日程調整 
説明会出席者 

日程調整 

調整 

住民説明会開催 

対策手法・助成金制度の説明（国）、対策の概要・維持管理の説明（説明会は必要に応じて複数回開催） 

 

受信点調査  

受信可能地点の

確認、受信点及

び伝送路の土地

所有者確認 

概算設計 

（説明会資料） 

報告書作成 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

説明会開催の

周知 

状況に応じてデジ

サポ福島（業務受

託法人）で対応 

説明会資料提出 

説明会の結果 

対策不要意思を確認した場合はここで終了。 

以下、工事完了までに支援不要意思を確認した場合も同様に終了。 住民合意 

 

工事会社決定 

助成金申請書

類作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

 

受信機器購入等支

援申込書も併せて

提出※世帯ごと 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

実績報告書類

作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

完了 

進捗状況・対策状況の把握 

報告 

進捗状況・対策状況の管理 

情報共有 

 

東北総合通信局放送課・有線放送課を含めて、

住民合意状況、事業内容（申請書内容、施設規

模、工事時期等）を関係者と情報共有する。 

提出 

見積書等作成 

 

申請書類作成

支援 

各種申請：電力共

架、ＮＴＴ添架、道

路占用・使用、 

有線電気通信設

備設置届、他 

被災証明書等の

有無確認 

助成金申請書

類内容確認 

実績報告書類

内容確認 

実績報告書類

受理・審査 

情報提供 

助成金申請書

類受理・審査 

情報提供 

提出 

内容確認 

指示 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 

助成金額の確

定 

提出 

支援 

依頼 

助成金交付決

定 

受信点調査・住民説明会資料作成指示 

 

通知書送付 

提出 

内容確認 

提出 

業務指示 

業務指示 

業務指示 

提出 

提出 

指示 

調整 
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総務省東北総合通信局 自治体 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者（管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

対策手法判定 

新設・改修・置換 

 

住民説明会の

開催準備 

日程・場所・住民

への周知方法の

調整 

情報提供 

対策について

協議 

 

協議 
受信点調査の

必要性判断 

調査報告書 

内容確認 

概算設計の必

要性判断 

概算設計報告

書内容確認 

説明会出席者 

日程調整 調整 
説明会出席者 

日程調整 

調整 

受信点調査  

受信可能地点の

確認、受信点及

び伝送路の土地

所有者確認 

概算設計 

（説明会資料） 

報告書作成 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

説明会開催の

周知 

状況に応じてデジ

サポ福島（業務受

託法人）で対応 

説明会資料提出 

受信点調査・住民説明会資料作成指示 

 

業務指示 

業務指示 

業務指示 

提出 

提出 

説明会の結果 

対策不要意思を確認した場合はここで終了。 

以下、工事完了までに支援不要意思を確認した場合も同様に終了。 

住民説明会開催 

対策手法・助成金制度の説明（国）、対策の概要・維持管理の説明（説明会は必要に応じて複数回開催） 

 

助成金申請書

類作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

 

受信機器購入等支

援申込書も併せて

提出※世帯ごと 

情報共有 

 

東北総合通信局放送課・有線放送課を含めて、

住民合意状況、事業内容（申請書内容、施設規

模、工事時期等）を関係者と情報共有する。 

提出 
見積書等作成 

 

申請書類作成

支援 

各種申請：電力共

架、ＮＴＴ添架、道

路占用・使用、 

有線電気通信設

備設置届、他 

被災証明書等の

有無確認 

助成金申請書

類内容確認 

指示 

提出 

支援 

依頼 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

実績報告書類

作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

実績報告書類

内容確認 

実績報告書類

受理・審査 

情報提供 

助成金申請書

類受理・審査 

情報提供 

提出 

内容確認 

助成金交付決

定 

通知書送付 

内容確認 

提出 

進捗状況・対策状況の把握 

報告 

進捗状況・対策状況の管理 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 

指示 

完了 
助成金額の確

定 

提出 

通知書送付 

住民合意 

 

工事会社決定 
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連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

難視地区外で 

あることを確認 

情報提供 

業務指示 

提出 技術サポート依

頼書内容確認 

 

再調査指示 

 
受信点調査の 

必要性判断 

 
対策手法判定 

ワンセグ対策 

（別図 7） 

ＣＡＴＶ加入対策 

（別図 8） 

共聴新設対策 

（別図 9） 

進捗状況・対

策状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

個別訪問 

助成金制度、恒久

対策・暫定対策の

説明、受信状況・

設備、世帯主氏

名、建物所有者、

ＮＨＫ受信契約、

帰還状況、被災証

明書等の有無、周

辺世帯情報、対策

意思等の確認。 

技術サポート依頼

書受領。 

訪問説明の結果、

対策不要意思を

確認した場合はこ

こで終了。 

以下、工事完了ま

でに支援不要意

思を確認した場合

も同様に終了。 

難視地区外の場合

（別図 2・3・4・5・10） 

暫定対策希望 

世帯 

（参考資料 1） 

訪問対応票 

内容確認 

調査報告書 

内容確認 

 

概算設計の 

必要性判断 

 

概算設計報告書

内容確認 

 

提出 

提出 

提出 

業務指示 

業務指示 

情報提供 

実績報告書類

受理・審査 

助成金申請書

類受理・審査 

助成金額の確

定 

助成金申請書

類内容確認 

提出 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

実績報告書類

作成 

業務受託法人が

作成サポート 

実績報告書類

内容確認 

情報提供 

情報提供 

提出 

通知書送付 

内容確認 

提出 

工事会社決定 

 

助成金申請書

類作成 

業務受託法人が

作成サポート 

 

受信機器購入等支

援申込書も併せて

提出 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 
 

ＮＨＫ助成金申

請書作成 

国申請と同時に提

出 

ＮＨＫ助成金申

請書提出を促

す 

ＮＨＫに確定通知
書（写）送付 

概算設計 

 

報告書作成 

受信点調査 

受信可能地点の

確認、受信点及び

伝送路の土地所

有者確認 

サポート 

提出 

技術サポート業務 

 

技術サポート依頼書受

理から実績報告書作成

まで支援する 

受信不可・共同受信希望等の場合 

 

通知書送付 

受信可の場合、対策を進めるよう指示 

 

内容確認 

情報提供 

受信者へ助成

金制度の説明

（国・ＮＨＫ） 

助成金交付決

定 
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連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

技術サポート業務 

対策手法説明 

電話にて対策手

法の説明を受け、

詳細説明のため

の訪問日程を調

整する 

訪問（電話）説明

の結果、対策不要

意思を確認した場

合は視聴確認書

を連絡会で作成し

終了。 

以下、工事完了ま

でに支援不要意

思を確認した場合

も同様に終了。 

工事会社決定 

 

助成金申請書

類作成 

業務受託法人が

作成サポート 

 

受信機器購入等

支援申込書も併

せて提出 

ＮＨＫ助成金

申請書作成 

国申請と同時に

提出 

ＮＨＫ助成金

申請書提出を

促す 

実績報告書類

内容確認 

助成金申請書

類内容確認 

受信者へ助成

金制度の説明

（国・ＮＨＫ） 

概算設計 

 

報告書作成 

受信点調査  

受信可能地点の

確認（フルセグ・

ワンセグ）、受信

点及び伝送路の

土地所有者確認 

ワンセグ受信

点調査の準備 連絡会に同行

する業務受託

会社（調査班）

の日程調整、

調査内容指示 

調査報告書 

内容確認 

概算設計の必

要性判断 

情報提供 

情報提供 

実績報告書類

受理・審査 

助成金額の確

定 
ＮＨＫに確定通知
書（写）送付 

進捗状況・対

策状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 
 

対策手法判定 

ワンセグ対策 

 

連絡会 2 名とデジ

サポ調査班の訪

問日程調整 

情報提供 

内容確認 

提出 

内容確認 

提出 

提出 

提出 

サポート 

業務指示 

提出 

提出 

業務指示 

立会 

日程調整 日程調整 訪問日程調整 

訪問説明後、必要に応じて再調査指示 

モデル図による工事内容指示 

受信可の場合、対策を進めるよう指示 

 

通知書送付 

通知書送付 

対策手法説明 

整 同意書取得 

 

整 

助成金申請書

類受理・審査 

同行 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

助成金交付決

定 

訪問による対策

手法説明・受信

点調査 

 

対策に同意が得ら

れれば同意書の

取得 

対策手法（ワン

セグ対策）説

明、画像確認 

概算設計報告

書内容確認 

訪問対応票・モ

デル図の作成 

実績報告書類

作成 

業務受託法人が

作成サポート 
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連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

難視地区外で 

あることを確認 

情報提供 

業務指示 

提出 
技術サポート依

頼書内容確認 

 

個別訪問 

助成金制度、恒久

対策・暫定対策の

説明、受信状況・

設備、世帯主氏

名、建物所有者、

ＮＨＫ受信契約、

帰還状況、被災証

明書等の有無、周

辺世帯情報、対策

意思等の確認。 

技術サポート依頼

書受領。 

訪問説明の結果、

対策不要意思を

確認した場合はこ

こで終了。 

以下、工事完了ま

でに支援不要意

思を確認した場合

も同様に終了。 

難視地区外の場合

（別図 2・3・4・5・10） 

暫定対策希望 

世帯 

（参考資料 1） 

訪問対応票 

内容確認 

提出 

情報提供 

進捗状況・対

策状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

実績報告書類

受理・審査 

助成金申請書

類受理・審査 

助成金額の確

定 
ＮＨＫに確定通知
書（写）送付 

情報提供 
ＣＡＴＶ加入 

調整指示 

指示 

助成金申請書

類内容確認 

提出 

実績報告書類

内容確認 

情報提供 

提出 

通知書送付 

提出 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 
 

ＮＨＫ助成金申

請書作成 

国申請と同時に提

出 

ＮＨＫ助成金

申請書提出を

促す 

サポート 

通知書送付 

内容確認 

技術サポート業務 

 

技術サポート依頼書受

理から実績報告書作成

まで支援する 

組合代表者と

維持管理につ

いて協議 

協議  

工事会社決定 

 

助成金申請書

類作成 

業務受託法人が

作成サポート 

 

受信機器購入等支

援申込書も併せて

提出 

ＣＡＴＶ加入 

調整 

組合対応 

施設管理担当会

社対応 

自治体対応 

受信者対応 

技術的検討 

 

受信者へ助成

金制度の説明

（国・ＮＨＫ） 

情報提供 

提出 

内容確認 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

実績報告書類

作成 

業務受託法人が

作成サポート 

助成金交付決

定 
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連絡会 自治体 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者（地区代表者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

進捗状況・対策状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 
 

実績報告書類

受理・審査 

助成金申請書

類受理・審査 

助成金額の確

定 

助成金申請書

類内容確認 

提出 

実績報告書類

内容確認 

情報提供 

ＮＨＫ助成金申請

書作成・提出 

ＮＨＫ助成金

申請書提出を

促す 

通知書送付 

情報提供 

提出 

内容確認 

実績報告書類

作成 

業務受託法人が

作成サポート 

通知書送付 

提出 

内容確認 

説明会出席者 

日程調整 
状況に応じて説

明資料準備 

対策手法判定 

共聴新設対策 

対策について

協議 

 

住民説明会の

開催準備 
日程・場所・住民

への周知方法の

調整 

受信点調査の

必要性判断 

調査報告書 

内容確認 

概算設計の必

要性判断 

概算設計報告

書内容確認 

説明会出席者 

日程調整 
調整 説明会出席者 

日程調整 

受信点調査  
受信可能地点の

確認、受信点及

び伝送路の土地

所有者確認 

概算設計 

（説明会資料） 

報告書作成 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

説明会開催の

周知 
状況に応じてデジ

サポ福島（業務受

託法人）で対応 

説明会資料提出 

受信点調査・住民説明会資料作成指示 

 

業務指示 

業務指示 

業務指示 

提出 

提出 

説明会の結果 

アンテナ対策希望の場合（別図 6） 

対策不要意思を確認した場合はここで終了。 

以下、工事完了までに支援不要意思を確認した場合も同様に終了。 

共聴新設で住

民合意 

 

工事会社決定 

情報共有 

 

東北総合通信局放送課・有線放送課を含めて、

住民合意状況、事業内容（申請書内容、施設規

模、工事時期等）を関係者と情報共有する。 

提出 

見積書等作成 

 

指示 

依頼 

助成金申請書

類作成 

業務受託法人が

作成サポート 

 

受信機器購入等

支援申込書も併

せて提出※世帯

ごと 

サポート 

技術サポート業務 

 

技術サポート依頼書受

理から実績報告書作成

まで支援する 

提出 

国の助成金申請提出と
同時に、組合からＮＨＫ
に事前審査を依頼 
（様式 FA0,FA2） 

住民説明会開催 

対策手法・助成金制度の説明（国・ＮＨＫ）、共聴設備設置時の概要・維持管理の説明（説明会は必要に応じて複数回開催） 

 

助成金交付決

定 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

申請書類作成

サポート 
各種申請：電力共

架、ＮＴＴ添架、道

路占用・使用、 

有線電気通信設

備設置届、他 

被災証明書等の

有無確認 

 

協議 

調整 
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総務省東北総合通信局 自治体 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者（組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

対策手法判定 

改修・置換 

 

住民説明会の

開催準備 

日程・場所・住民

への周知方法の

調整 

情報提供 

対策について

協議 

 

協議 受信点調査の

必要性判断 

調査報告書 

内容確認 

概算設計の必

要性判断 

概算設計報告

書内容確認 

説明会出席者 

日程調整 協議 

説明会出席者 

日程調整 

調整 

受信点調査  

受信可能地点の

確認、受信点及

び伝送路の土地

所有者確認 

説明会出席者 

日程調整 

状況に応じて説

明資料準備 

説明会開催の

周知 

状況に応じてデジ

サポ福島（業務受

託法人）で対応 

説明会資料提出 

 

受信点調査・住民説明会資料作成指示 

 

業務指示 

業務指示 

業務指示 

提出 

提出 

概算設計 

（説明会資料） 

報告書作成 

住民説明会開催 

対策手法・助成金制度の説明（国）、対策の概要・維持管理の説明（説明会は必要に応じて複数回開催） 

 

説明会の結果 

対策不要意思を確認した場合はここで終了。 

以下、工事完了までに支援不要意思を確認した場合も同様に終了。 住民合意 

 

工事会社決定 

助成金申請書

類作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

 

受信機器購入等支

援申込書も併せて

提出※世帯ごと 

対策工事実施 

工事会社との日

程調整が必要 

実績報告書類

作成 

デジサポ福島の指

示により業務受託

法人が作成支援 

完了 

進捗状況・対策状況の把握 

報告 

進捗状況・対策状況の管理 

情報共有 

 

東北総合通信局放送課・有線放送課を含めて、

住民合意状況、事業内容（申請書内容、施設規

模、工事時期等）を関係者と情報共有する。 

提出 
見積書等作成 

 

申請書類作成

支援 

各種申請：電力共

架、ＮＴＴ添架、道

路占用・使用、 

有線電気通信設

備設置届、他 

被災証明書等の

有無確認 

助成金申請書

類内容確認 
助成金申請書

類受理・審査 

情報提供 

提出 

指示 

自己負担分の支援については受信機器購入等
対策事業費補助事業で対応（別図 3） 

提出 

支援 

依頼 

助成金交付決

定 
通知書送付 

指示 

内容確認 

助成金申請書

類内容確認 
実績報告書類

受理・審査 

情報提供 

提出 
提出 

通知書送付 

内容確認 

助成金交付決

定 
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連絡会 日本 CATV 技術協会 デジサポ福島 業務受託法人 受信者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

内容確認 

申込書（控）提出 メール可 

受信相談 

住所・氏名・受信状況・帰還状況・避難先・連絡先などを確認 

難視地区外の場合

（別図 2・3・4・5・10） 

難視地区内・

外、対策手法等

を確認 

 

暫定対策希望 

世帯としてリスト

アップ 

事前調査 

対策内容を説明。

既設の受信設備確

認。電波調査実施。

ワンセグチューナー

対策かＢＳ受信対

策か受信者と協議

し決定する。 

被災証明書等の有

無を口頭で確認 

申込書受領・ 

確認 

工事計画書作成 

対策工事実施 対策工事完了 

 

協議の結果、対策

工事を実施しない

場合はここで終了。 

対策内容と対策

希望意思を確認 

 

対策希望の場

合、受信対策支

援申込書提出 

完了報告書兼実

績報告書類作成 

完了 

状況を見て恒久

対策へ進む 

実績報告書類

（控）受理 

申込書類（控） 

受理 

業務受託法人より

被災証明書等につ

いて照会があった

場合は、支援対象

となるか判断し指

示する 

進捗状況・対

策状況の把握 

報告  

指示  

進捗状況・対策状況の管理 

照会 

指示 

内容確認 

申込書（控）提出 メール可 

提出 

協議・確認 

情報提供 


